
 

 

規制改革会議運営規則 
 
規制改革会議令（平成 25 年政令第７号）第７条の規定に基づき、規制改革会

議運営規則を次のように定める。 
平成 25 年１月 24 日 

規制改革会議議長 
 
（会議の招集） 

第１条 会議は、議長が招集する。 
 
（公表等） 

第２条 会議終了後、議長又は議長の指名する者が、必要に応じて記者会見を
行い、議事内容を説明することとする。 

２ 議長は、会議終了後速やかに議事概要を作成し、公表するものとする。 
３ 議長は、当該会議の議事録を作成し、一定の期間を経過した後にこれを公
表する。 

４ 議長は、会議終了後速やかに会議の資料を公表する。 
５ 議長は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、
議事録を会議の決定を経て非公表とし、又は会議の資料を非公表とすること
ができる。 
一 率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある
と認められる場合 

二 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると認められる場合 
三 その他中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があ
ると認められる場合 

６ 第 1 項から第４項までに規定する記者会見の内容、議事概要、議事録及び
資料については、コンピュータネットワークにより広く国民が入手可能とす
るよう配慮するものとする。 

 
（意見の陳述等） 

第３条 議長は、専門委員その他必要と認める者に対して、会議への出席を求
め、その説明又は意見の陳述を求めることができる。 

 

 （書面による議事） 
第４条 議長は、やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合において
は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を
問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。 

 
（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長
が会議に諮って決める。 

 
附 則 

この規則は、平成 25 年１月 24 日から施行する。 


